
安
倍
内
閣
は
こ
の
３
年
間
、
デ
フ

レ
脱
却
と
経
済
再
生
を
最
重
要

課
題
と
し
、「
三
本
の
矢
」
と
銘
打
っ

た
経
済
政
策
を
一
体
的
に
推
進
し
て
き

た
。
三
本
の
矢
に
つ
い
て
は
、
設
備
投

資
の
増
加
、
企
業
収
益
の
押
上
げ
、
雇

用
の
増
加
お
よ
び
賃
金
上
昇
の
実
現
に

よ
り
、
日
本
経
済
の
好
循
環
を
生
み
出

す
と
い
う
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
図
表
１
）。

し
か
し
、
少
子
高
齢
化
問
題
や
、
経

済
の
好
循
環
が
地
方
ま
で
行
き
渡
っ
て

い
な
い
こ
と
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ

た
課
題
は
多
く
、「
希
望
を
生
み
出
す

強
い
経
済
／
夢
を
紡
ぐ
子
育
て
支
援
／

安
心
に
つ
な
が
る
社
会
保
障
」
を
構
築

す
る
と
い
う
、「
新
・
三
本
の
矢
」
を

強
力
に
推
進
し
、
５０
年
後
も
人
口
１
億

人
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
解
決
の
た
め
、
主

に
次
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
る
。

１．

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度

「
安
心
に
つ
な
が
る
社
会
保
障
」
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、「
社
会
保
障
と
税

の
一
体
改
革
」
を
確
実
に
実
施
す
る
こ

と
が
最
重
要
課
題
と
な
る
た
め
、
そ
の

一
環
と
し
て
、
消
費
税
率
１０
％
へ
の
引

上
げ
が
平
成
２９
年
４
月
に
確
実
に
実
施

さ
れ
る
。
増
税
に
際
し
て
低
所
得
者
へ

の
配
慮
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
同

時
に
税
率
８
％
の
軽
減
税
率
制
度
が
導

入
さ
れ
る
。

し
か
し
、
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
を

広
げ
た
こ
と
に
よ
り
軽
減
税
率
導
入
に

伴
う
財
源
は
１
兆
円
と
も
い
わ
れ
、
そ

の
全
額
は
確
保
で
き
て
い
な
い
。
当
該

財
源
に
つ
い
て
は
、
与
党
の
責
任
に
お

い
て
、
平
成
２８
年
度
税
制
改
正
法
案
に

明
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

２０
％
台
の
法
人
実
効
税
率
が

平
成
２８
年
度
に
実
現

２．

法
人
税
率
の
引
下
げ
等

今
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、
日
本
経

済
の
好
循
環
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た

め
、
成
長
志
向
の
法
人
税
改
革
を
さ
ら

に
大
胆
に
推
進
し
、
制
度
改
正
を
通
じ

た
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
等
に
よ
り
財
源

を
確
保
し
つ
つ
、
法
人
実
効
税
率
の

「
２０
％
台
」
へ
の
引
下
げ
が
平
成
２８
年

度
に
実
現
さ
れ
る
。
課
税
ベ
ー
ス
の
拡

大
の
た
め
、
生
産
性
向
上
設
備
投
資
促

進
税
制
の
縮
減
・
廃
止
や
、
建
物
附
属

設
備
・
構
築
物
の
減
価
償
却
の
見
直
し

な
ど
も
行
わ
れ
る
。

一
方
、
日
本
経
済
の
好
循
環
に
向
け

た
動
き
は
、
地
方
で
は
ま
だ
ま
だ
弱

い
。
ま
た
、
日
本
全
体
が
人
口
減
少
局

面
に
あ
る
中
で
、
特
に
地
方
の
人
口
減

少
は
深
刻
で
あ
る
。「
地
方
創
生
」
を

実
現
す
る
た
め
、
地
方
創
生
応
援
税
制

（
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
）
の
創
設
な

ど
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
。

３．

所
得
税
関
係

適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
空
き
家

が
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
空
き
家
の

発
生
を
抑
制
す
る
観
点
で
、
相
続
に
よ

り
生
じ
た
空
き
家
で
一
定
の
も
の
に
関

し
、
相
続
人
が
必
要
な
耐
震
改
修
ま
た

は
除
却
を
行
っ
た
う
え
で
家
屋
ま
た
は

土
地
を
売
却
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
に

つ
い
て
特
別
控
除
が
導
入
さ
れ
る
。

ま
た
、
出
産
・
子
育
て
の
不
安
や
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
世
代
間
の
助
け

合
い
に
よ
る
子
育
て
を
支
援
す
る
観
点

か
ら
、
三
世
代
同
居
に
対
応
し
た
リ
フ

ォ
ー
ム
に
関
し
て
税
額
控
除
制
度
が
導

入
さ
れ
る
。

酒
税
や
配
偶
者
控
除
は

来
年
度
以
降
に
先
送
り
さ
れ
た

そ
の
ほ
か
、
医
療
需
要
の
増
大
を
で

き
る
限
り
抑
え
つ
つ
、「
国
民
の
健
康

寿
命
が
延
伸
す
る
社
会
」
を
実
現
す
る

た
め
、
国
民
自
ら
が
自
己
の
健
康
管
理

を
進
め
る
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
を
推
進
す
る
た
め
の
新
た
な
医
療

費
控
除
制
度
が
導
入
さ
れ
る
。

４．

今
後
の
検
討
事
項

今
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、
消
費
税

の
軽
減
税
率
の
導
入
に
つ
い
て
時
間
を

費
や
し
た
た
め
、
ビ
ー
ル
類
の
酒
税
一

本
化
や
、
所
得
税
の
配
偶
者
控
除
の
見

直
し
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
来
年
度
以

降
に
先
送
り
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
現
在
、
資
本
金
１
億
円

以
下
の
法
人
に
対
し
て
一
律
に
中
小
企

業
と
し
て
扱
い
、
法
人
税
の
軽
減
税
率

そ
の
他
各
種
優
遇
税
制
の
適
用
を
受
け

ら
れ
る
こ
と
や
、
非
上
場
株
式
の
相
続

税
評
価
額
な
ど
に
つ
い
て
、
見
直
し
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。

画企別特
図表１ アベノミクスの効果

出所：経済産業省資料

図表２ 主な改正項目

施行時期

平成２９年４月１日から導入

平成３３年４月１日から導入

平成２８年４月１日以後に開始
する事業年度から適用

平成３０年４月１日以後に開始
する事業年度から適用

地域再生法の改正法の施行の
日から平成３２年３月３１日まで
の間に支出した場合に適用

現行どおり期限到来で廃止

平成２８年４月１日以後に取得
した場合に適用

平成２８年４月１日から平成３１
年１２月３１日までの間に譲渡し
た場合に適用

平成２８年４月１日から平成３１
年６月３０日までの間に居住し
た場合に適用

平成２９年１月１日から平成３３
年１２月３１日までの間に支出し
た場合に適用

概 要

消費税率１０％への引上げと同時に、軽減税率制度（８
％）を導入
対象品目は「酒類及び外食を除く飲食料品」、「新聞の
定期購読料」に限定

適格請求書等保存方式（いわゆる「インボイス制
度」）を導入

平成２８・２９年度の法人税率を２３．４％（実効税率２９．９７
％）に引下げ

平成３０年度の法人税率を２３．２％（実効税率２９．７４％）
に引下げ

地方公共団体の行う一定の事業に関連する寄附金を支
出した場合の税額控除を創設

即時償却：平成２８年度まで
その他の特例：平成２９年度まで

建物附属設備・構築物の償却方法について、定率法を
廃止し定額法に一本化

相続により生じた一定の空き家であって旧耐震基準し
か満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改
修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合
の譲渡所得について特別控除（３，０００万円）を導入

三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金
を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフ
ォームを行った場合の税額控除制度を導入（借入金：
住宅借入金等の年末残高の１～２％、自己資金：標準
的な工事費用相当額の１０％）

検診、予防接種等を対象として、いわゆるスイッチOTC
医薬品の購入費用（年間１．２万円を超える部分の金額
（８万８千円を限度））について所得控除制度（医療
費控除の控除額計算上の特例措置）を導入

項 目

消費税の軽減税率制度
の導入

法人税率の引下げ等

地方創生応援税制（企
業版ふるさと納税）の
創設

生産性向上設備投資促
進税制の縮減・廃止

減価償却の見直し

空き家を売却した際の
譲渡所得の特別控除の
導入

三世代同居に対応した
住宅リフォームに係る
税額控除制度の導入

スイッチOTC薬控除
（医療費控除の特例）
の導入

消
費
税
関
係

法
人
税
関
係

個
人
・
法
人
共
通

所
得
税
関
係

銀行員が

押さえておくべき

平
成
２８
年
度

税
制
改
正
大
綱
の
ポ
イイ
ンン
トト

税
理
士
法
人
お
お
た
か

平
成
２７
年
１２
月
２４
日
、「
平
成
２８
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
が
閣
議
決
定

さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
消
費
税
の
軽
減
税
率
を
中

心
に
、
押
さ
え
て
お
く
べ
き
主
な
改
正
項
目
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

木
村

英
幸

１
２８
年
度
大
綱
の
概
要
と
今
後
の
着
眼
点

５０
年
後
の
人
口
１
億
人
維
持
に
向
け

税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
を
最
重
視

74２０１６・２月１日号２０１６・２月１日号75


